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日頃よリスポーツ推進に関し特段のご配慮をいただき厚 く御礼申し上げます。

スポーツ基本法の前文にも記載があるとお り、スポーツは、心身の健全な発達、健康及

び体力の保持増進、精神的な充足感の獲得等のために、今日、国民が生涯にわた り心身と

もに健康で文化的な生活を営む上で不可欠のものとなってお ります。また、スポーッを通

じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利であ り、全ての国民がその自発性

の下に、各々の関心、適性等に応 じて、安全かつ公正な環境の下で日常的にスポーツに親

しみ、スポーツを楽 しみ、又はスポーツを支える活動に参画することのできる機会が確保

されなければならないとされています。

そのような誰 しもが生涯にわたって楽 しむことができるスポーツにおいて、競技者の盗

撮、性的目的の写真・動画の悪用、悪質な SNS投稿等の卑劣な行為が行われることによ

り、競技に集中することを妨げられるだけでなく、競技そのものを諦めざるを得ないとい

う声があがっています。これは将来的なスポーツ推進はもちろん、教育的効果、健全な人

格形成等、社会全体の発展に寄与すべきスポーッが、その役割を果たせなくなることにも

つなが りかねない事態であり、安心してスポーッに取 り組むことができない環境にな りか

ねないことに対 し、強い危機感を抱いてお ります。すべてのスポーツ愛好者が安心 してス

ポーツに取 り組める環境を守るために、スポーッ界全体でこの問題に取 り組む所存であり

ますが、撲滅に向けて貴殿の格別のご協力をいただきたく、下記のとお りお願い申し上げ

ます。

・
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1.関係者間の情報交換の場の設置

本件は、競技会場等での盗撮行為に留まらず、報道目的で撮影 された画像など、盗撮



９

“

以外の方法で撮影 された写真や動画を、性的な目的をもって加工され、インターネット

上に公開 。拡散 され、多 くの人の目に晒されてしまうという複合的な事象を合んでいま

す。そのため、即効性のある対応方法を見出すことや、具体的な相談先の選定が困難 と

いう問題があります。継続的なアスリー ト保護のためにも、関係者間での情報交換の機

会を設けていただ くことを要望いたします。

競技会場等での盗撮防止に関する事例共有への協力

競技会場等での盗撮抑止のためには、競技会場等における盗撮防止に向けた取 り組

みを共有することが考えられます。SNSを活用 した競技普及への取 り組みが進む中で、

そのようなスポーツ振興に資する流れを妨げない方法で、関係団体において協力 して

実効的な防止策の共有を進めていく所存であ り、その周知など取 り組みに協力いただ

くことを要望いたします。

関係省庁 との連携

悪質な撮影、SNS投稿を撲滅するには、スポーッの枠を超えた取 り組みが必要にな

ります。そのため、上記の情報交換や事例共有に係 る情報提供など、関係省庁 との横断

的な連携を要望いたします。
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